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活動について

 事業実施期間

２０２２年４月から２０２５年３月（３年間）

 主な活動内容

・利用者へのマナーやルールの指導

・海難事故などの救助サポート

・海上で発見した危険行為の直接指導

・市、海上保安部、警察などの関係機関と連携した合同パトロールの実施



実態

 久里浜港では、水上オートバイなどによる、フェリーの航行や漁業活動への
支障、船舶同士の接触事故、海岸利用者とのトラブル防止のため、２００３
年に関係者間の話し合いのもと、ルールが策定された



実態

 ルールは設けられているものの、マナーを守らない利用者もおり、

危険な暴走行為や騒音などの問題も発生している

海岸で遊ぶ子どもたちのすぐ近くで
危険な暴走行為も・・・



ジェットスキーオフィシャルクラブの役割

市は船舶等を所有していないため、陸上のみの活動に限
定される。陸上からの呼びかけでは限度がある

オフィシャルクラブ（愛好家団体）のメンバーによる海
上での直接指導によって、より効果の高い活動が可能

▲ 専用のビブスを身に着け、海上パトロールをするメンバー



令和５年度（２０２３年度）の活動実績

６月から９月にかけて土休日を中心に計17回パトロールを実施

１回につき４～５台の水上バイクで、マナーの声掛け・監視

海難事故に備えた救助サポート態勢の強化

エリアは久里浜を起点に秋谷・三浦・猿島方面など、三浦半島
一帯に出動

久里浜海岸合同パトロールの実施 ⇒台風７号接近で中止

令和４年の合同パトロールの様子



久里浜海岸合同パトロール

年に１回、横須賀海上保安部、横須賀南警察署、横浜水上警察と
連携して合同パトロールを実施

通常の安全指導に加え、海岸の安全な利用の呼びかけなどを行う

2024年７月28日（日）実施
久里浜海岸合同パトロール



活動最終年度を迎えて

水上オートバイのマナーに関して横須賀市港湾部に

寄せられた苦情は、令和５年度から０件である

活動が具体的な効果として現れていることから、

今後も活動の継続を関係者間で協議している


